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問い合わせ

地域支援係
53-3333

問い合わせ

環境衛生係

問い合わせ

環境衛生係
問い合わせ

廃棄物対策係

問い合わせ

環境衛生係

問い合わせ

環境衛生係

義
援
金

暮
ら
し

●
問
い
合
わ
せ
／
▽
湿
原
清
掃
、
湖
内
お

よ
び
海
岸
清
掃
＝
環
境

衛
生
係
、
▽
町
内
一
斉

清
掃
＝
廃
棄
物
対
策
係

入
浴
送
迎
バ
ス
を

運
行
し
て
い
ま
す

　

湖
南
地
区
市
街
地
に
は
公
衆
浴
場
が
な

い
た
め
、
同
地
区
市
街
地（
湾
月
・
有
明
・

若
竹
・
松
葉
・
梅
香
・
奔
渡
）
に
居
住
す

る
人
で
、
住
宅
に
お
風
呂
が
な
く
車
両
交

通
手
段
を
持
た
な
い
人
を
対
象
に
、
週
２

日（
火
・
金
）、
喜
楽
湯
ま
で
の
送
迎
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　

利
用
す
る
に
は
、
事

前
の
申
請
が
必
要
で
す

の
で
、
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

犬
や
猫
の
飼
い
方
に

つ
い
て
の
お
願
い

　

犬
や
猫
の
ふ
ん
尿
で
困
っ
て
い
る
な
ど

の
苦
情
が
、
季
節
を
問
わ
ず
多
く
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

犬
を
散
歩
に
連
れ
て
歩
く
と
き
は
、
ふ

ん
は
放
置
せ
ず
、
必
ず
持
ち
帰
り
ま
し
ょ

う
。

　

猫
を
飼
っ
て
い
る
人
は
、
室
内
飼
育
に

努
め
、
周
囲
の
家
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
野
良
猫
へ
の
無
責
任
な
餌
づ
け

は
、
絶
対
に
行
わ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

厚
岸
町
ク
リ
ー
ン
作
戦
を

実
施
し
ま
す

　

5
月
11
日m

に
別
寒
辺
牛
川
流
域
で
湿

原
清
掃
を
行
い
ま
す
。

参
加
す
る
人
は
、
当
日
の
朝
9
時
か
ら

役
場
1
階
町
民
ホ
ー
ル
で
受
け
付
け
を
し

ま
す
。

ま
た
、
5
月
12
日z

は
厚
岸
漁
業
協
同

組
合
の
皆
さ
ん
が
、
厚
岸
湖
や
湖
岸
の
清

掃
を
行
う
湖
内
お
よ
び
海
岸
清
掃
と
、
各

自
治
会
ご
と
に
公
園
や
道
路
な
ど
の
清
掃

を
行
う
町
内
一
斉
清
掃
が
行
わ
れ
ま
す
。

町
内
一
斉
清
掃
に
つ
い
て
は
、
各
自
治
会

の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

令
和
6
年
能
登
半
島
地
震

災
害
義
援
金
に
つ
い
て

　

日
本
赤
十
字
社
厚
岸
町
分
区
で
は
、
役

場
1
階
町
民
課
窓
口
サ
ー
ビ
ス
係
と
保
健

福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
で
、
令
和
6
年
能
登

半
島
地
震
災
害
義
援
金
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
3
月
26
日
時
点
の
義
援
金
受
付
金

額
は
9
8
7
1
6
円
で
す
。

　

お
預
か
り
し
た
義
援
金
は
、
日
本
赤
十

字
社
に
送
金
し
、
被
災
地
に
配
分
さ
れ
ま

す
。

　

受
付
期
間
は
、
令
和
6
年
12
月
27
日
ま

で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

う
。せ

っ
け
ん
を

使
用
し
ま
し
ょ
う

　

厚
岸
町
水
質
汚
濁
防
止
対
策
協
議
会
で

は
、
厚
岸
湾
・
厚
岸
湖
の
水
質
保
全
を
図

る
こ
と
を
目
的
に
、
せ
っ
け
ん
の
使
用
促

進
お
よ
び
購
入
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
販
売
価
格
は
、
助
成
後
の
価
格

と
な
っ
て
い
ま
す
。

●
指
定
店（
順
不
同
）／
厚
岸
漁
業
協
同
組

合
直
売
店
・
大
崎
金
物
店
・
厚
岸
味
覚
タ

ー
ミ
ナ
ル
コ
ン
キ
リ
エ
・
黒
田
商
店
・
イ

エ
ロ
ー
グ
ロ
ー
ブ

厚
岸
店
・
ツ
ル
ハ

ド
ラ
ッ
グ
厚
岸
店

ご
み
の
不
法
投
棄
・
ポ
イ
捨
て
は

絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う

　

ご
み
の
不
法
投
棄
は
、
『
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
』
に
よ
り
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
と
は
、
ご
み
な
ど
を
適
正
に

処
理
せ
ず
、
み
だ
り
に
道
路
や
空
き
地（
自

ら
の
土
地
を
含
む
）
な
ど
に
捨
て
る
行
為

で
す
。
空
き
缶
や
た
ば
こ
の
吸
い
殻
、
ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
軽
微
な
ご
み
の
ポ
イ
捨

て
も
不
法
投
棄
に
な
り
ま
す
。

　

不
法
投
棄
を
し
た
場
合
、
5
年
以
下
の

懲
役
ま
た
は
1
千
万
円
以
下
の
罰
金
（
法

人
の
場
合
は
3
億
円
以
下
の
罰
金
）
、
も

し
く
は
そ
の
両
方
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　スマートフォン用のアプリケーションを使用した
電子決済（キャッシュレス）で、国民年金保険料を納
入することができます。
　対応するアプリを端末にインストールし、カメラ
機能で納付書に印刷されたバーコードを読み取るこ
とで、電子決済により納付することができます。
対象の決済アプリは『auPAY』『d払い』『PayB』『P
ayPay』『LINEPay』『楽天ペイ』です。
　なお、バーコードが印刷されない納付書（30万円
を超える金額の納付書および延滞金納付書）には電
子決済が使用できません。
電子決済利用後の納付書は、コンビニ・金融機関
などで使用しないようご注意ください。
　各決済アプリの操作方法などについては、各決済
事業者へお問い合わせください。

●問い合わせ／保険医療係
　　　　　　　釧路年金事務所 ☎ 0154－25－1521

国民年金保険料が
スマホで簡単に納入できます！

国民年金


